
野々市市まち・ひと・しごと創生推進事業（寄附対象事業）

野々市市

企業版ふるさと納税 で野々市市の地方創生の取組を

応援していただける企業を募集しています！

野々市市 総務部 企画財政課 企画係

076-227-6028 kikakuzaisei@city.nonoichi.lg.jpｓｓ

お問い合わせ・寄附のお申し出先 制度の詳細については
裏面をご覧ください。

寄附をしていただくメリット

税制上の優遇措置
社会貢献・SDGs推進による

企業のイメージアップ

野々市市との

パートナーシップの構築

「ののいち」ブランディングを推進する事業

「ののいちライフ」の発信／ＳＤＧｓの推進／デジタル技術の活用

市公式ホームページで

住民票の届出窓口の
ディスプレイと

企業名を紹介！

PRに繋がります！

市長より感謝状の贈呈

しごとを創る事業

野々市の強みを活かした産業を育成する

ひとの流れを創る事業

誰もが活躍でき、選ばれるまちにする

魅力的なまちを創る事業

便利で安全・安心なまちにする



企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して
企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。

地方創生の更なる充実・強化に向けて、地方への資金の流れを飛躍的に高める観点か
ら、制度を大幅に見直します。

これにより、損金算入による軽減効果（寄附額の約３割）と合わせて、最大で寄附額
の約９割が軽減され、実質的な企業の負担が約１割まで圧縮されるなど、より使いやす
い仕組みとなります。
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（例）1,000万円寄附すると、最大約900万円の法人関係税（法人住民税、法人事業税、法人税）が軽減
※ 令和２年４月１日以後に開始する法人の事業年度から適用
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①地方公共団体が
地方版総合戦略を策定

②①の地方版総合戦略を
基に、地方公共団体が
地域再生計画を作成

国
（法人税）

地方版総合戦略に位置づけ
られた地方創生に資する事
業であること等が確認でき
る程度の記載で足りる。
（個別具体の事業の特定、
寄附見込までは不要。）

「寄附（受入れ）の金額の目安」の範囲内で
あれば、事業費確定前の寄附の受領が可能。

⑥実績
報告

（従来どおり）


